
様式第 1号 (乙)(第 2条関係 )

収 支 報 告 書

堺市議会議長 的場 慎一 様

議員氏名   藤井 載子

堺市議会政務活動費の交付に関する条例第 7条第 1項の規定により、令和 5年度政務
活動費について次のとおり報告します。

収入

支出

令和 6年 4月 11日

(単位 円)
収 入 の 種 類 決 算 額 算 出 基 礎 等

1政務活動費

2その他

2,970,000 @270000円  X X llヶ月 2,970,000 円

収 入 合 計 2,970,000

使 途 項 目 決 算 額 左のうち政務活動費充当額 備 考

調 査 研 究 費 132,577 132,577

研   修   費

要 請・陳 情 活 動 費

会   議   費

資 料 作 成 費

資 料 購 入 費

広 報 ・ 広 聴 費 371,295 371,295

人   件   費 772,286 772,286

事 務 ・ 事 務 所 費 921,512 921,512

支 出 合 計 2,197,670 2,197,670
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様式第 10;(第 6条関係 )

会  計  帳  簿

会派の名称 , 議員氏第 藤井載子
年 )1日

整理

番号
収入額 支出額 残 額 内容 項 尉

その
イ幽

05,5.08 5-1 32,361 '32,201 自動車のサィノ、代金 ◎

05.5 18
'υ

-2 2,400 -31,664 ツソン代金 0

05,5 23 S‐ 3 l,697 -36,361 月分電気代金 0

05,5.26 6-1 1,941 -37,609 ～1月 分水道お,金 0

OS 5 29 5-5 5,716 …Ⅲ3,318 生月分イシターネット、電欝む代金 0

05 5.30 5-6 を,400 -4S,718 ガノンン代金 砲〉

06 5,31 57 68,911 -113,962
5ナ1分人件費 (0

月計 0 113,962

累計 0 113,962 -118196と

務所貨借料など)

2 「項目」欄には、堺市議会政務滞動費の交付に関する条例男1表に規定されている政務活動
費の使途項日を記裁するし (次の番号の記栽でも可)(①調査研究費、②研修費、③要諦
・陳情活露勤費、O会議費、⑤資料作成費(③資料購入費、①広報 広ヽ聴費、e人件費、
③事務・事務所費)
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様式第 lo号 (第 6条関係)

会 計 帳 簿

会派の名称・議員氏名 藤井載子

の

務所賓借料など)

2 「項目」欄には、堺市議会政務活動費の交付に関する条例別表に規定されている政務I,動
費の使途項目を記哉する。 (次 (夕 ,番号の記載でも可)(①調査研究費、②研修費、③要請
・陳情活動費、③会議費、③資料作成費、⑥資料購入費、⑦広報 '広聴費、③人件費、
⑨事務 ,事務所費)

年月日
整理

番号
収入額 支出額 残 額 内容 項 解

その

他

05 6 05 61 32.2(,4 -146,22(う 5月 白勁車のサース代金 (D

03.6.07 6-2 2,100 ‐148,8Z6 ガ ノツシ代金 0

05.8 09 540,000 391,374

05 6 9 6-3 3b,464 3S5,9a0 6月 分事絡所1賃借料 0

05 6.12 6-4 16,500 339,1lo JAllP購読|卜 7～ 9月 分
`む

06 6 20 6-5 1.482 337,928 5月 分電気代金 0

05 6 27 6-6 S,719 332,209 岳月分インターネット,電話代′道 taノ

05,6.2? 6-7 35,164 996)715 7'1分事務所賛借料 (9

06 6.29 6-8 2,990 293,76″ l メンディングサープ すコげ―用紙 0

05,6 30 6^9 76,774 216,981 6月 分人件費 0

月計 540,000 修09,057

果計 510,000 323,019 216,981
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様式第 10号 (第 6条関係 )

会  含, 帳  簿

会派の名称・議員氏
`名 藤井載子

牛月日
霊理

番‐思・
収入額 支出額 残額 内容 項 目

その
他

OS1 7.05 ?―生 32)264 184,7,T 6朔 自動車のサース代金 ③

06.7.08 7-2 ,80 134,637 建車場代 ⑦

05.字 110 810,000 9941597 政務活動費 7月 ヽ9月 分受入れ

OS,7.た , 7-3 2,400 992,137 ガツサン代金 ①

OS.7.21 7-咬 1)851, 990,278 7月分電気代金 ②

06.?.2猿 7-5 481 989,797 駐池購入費 ③

OS.7.26 7-6 芸,176 988,C,21 b～ 6月 分水越料金 ③

05,7.2イ 7-7 6)668 981,9S3 6月 分イン″―ネット、電話代金 ③

0517.27 7…9 35,464 946)489 9月分事務所貸借料 ③

05 7.27 7… 9 k,tiO 945,379 名刺代毯 ⑦

0517.31 7いよO 63,244 377,「35 7月 分人件費 ③

月針 B10,000 k49,346

累針 1)350,000 472,868 877,198

務所賃借料など)

2 「項目」樹には、堺市議会,政務1活動費の交付に関する条例別表に規定されているI文務活動
費の使途項目を記載する。 (次の番号の記載でも可)(①需周査研究費Ⅲ②研修費、③要請
4陳情活動費、④会議費＼③資料作成費、⑥資料購入費、⑦広報・広聴費、,③人件費、

③事務・事務所費)
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様式第 10号 (第 6条関係)

会 計 帳 簿

会派の名称・議員氏名 藤井載子

年月日
整理

番号
収入額 支出額 残額 内合央 項 目

その

他

05.8.04 8-1 3,235 873,900 ガノリン代金 ①

05.8.07 8-2 32,264 841,636 7月 自動車のサース代金 ⑨

05.8.22 8-3 1,954 839,682 8月 分電気代金 ③

05,S.28 8望 5,618 834,064 7月 分インターネット、電話代金 ⑨

05.8.30 8-5 35,464 798,600 9月分事務所賃借料 ③

05,3.31 8-6 63,979 734,621 8月分人件費 ⑥

月計 0 142,514

累計 1,350,000 615,379 734,621

」

務所賃借料など)

2 r項 目』相には、堺市議会政務活動費の交付に関する条例別表に規定されている政務活動
費の使途項目を記載する。 (次の番号の記哉でも可)(①調査研究費、②研修費、③要請
・陳情活動費、④会議費、⑤資料作成費、⑥資料購入費、⑦広報・広聴費、③人件費、

.⑨事務 ,事務所費)
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様式第 10号 (第 6条関係 )

会 計 帳 簿

会派の名称 ,議員氏名 藤井載子

年月日
整理

番号
収入額 支出額 残額 内容 項 目

その

他

05,9,01 9-1 325 734,296 カッター刃 ③

OS,9,04 9-2 288 734,008 トイレントペ~パ~ ③

06.9,05 9-3 32,264 701,744 B月 自動車のリース代金 ⑨

05.9.11 9-4 16,500 685,244 JttP購読料10～ 12月 分 ①

05,9,14 9-5 13,069 672,175 源泉徴収税 (1～ 6月 分) ③

05,9,21 9-6 1,994 670,181 9月分電気代金 ⑨

05,9,26 9-7 1,144 669,037 7～ 8月 分水道料金 ⑨

05,9。 27 9…8 5,569 663,468 B月 分インターネット、電話代金 ③

OS,9.29 9-9 63,979 599,489 D月分人件費 ⑥

月計 0 135,132

累計 1,350,000 750,511 599,489

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

■
■
■
■

■
■
■
■
■
」 の

務所貸借料など)

2 「項目ど欄には、堺市議会政務活動費の交付に関する条例別表に規定されている政務活動
費の使途項目を記載する。 (次の番号の記載でも可)(①調査研究費、②研修費、③要請
・陳情活動費、④会議費、⑤資料作成費、⑥資料購入費、⑦広報・広聴費、③人件費、

③ヽ事務・事務所費)
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様式第 10号 (第 6条関係 )

会 計 帳 簿

会派の名称・議員氏名

の

務所賃借料など)

2 「項目」欄には、堺市議会政務活動費の交付に関する条例別表に規定されている政務活動
費の使途項目を記載する。 (次の番号の記載でも可)(①調査研究費、②研修費、③要請
。陳情活動費、④会議費、⑤資料作成費、③資料購入費、⑦広報・広聴費、③人件費、

③事務・事務所費)

藤井載子

年月日
整理

番 号
収入額 支出額 残額 内容 項 目 その他

05 10 05 10-1 32,264 567,225 9月 自動車のリース代金 ③

05 10 05 10-2 37,600 529,625 視察旅費 ①

05 10 05 10-3 2,860 526,765 l見察旅費 (電車代) ①

05 10. 10 10-4 980 525,785 ラベルシール代金 ①

05 10 10 810,000 1,335,785 政務活動費10月 ～12月 分受入れ

05 10 11 10-5 952 1,334,883 ラベルシール代金 ①

05 10 12 10-6 420 1,334,413 視察旅費 (電車)代金 ①

0510,12 10-7 290 1,334,123 視察旅費 (電車)代金 ①

05 10 12 10-8 210 1,333,913 視察旅費 (電車)代金 ①

05 10 12 10-9 210 1,333,703 視察旅費 (電車)代金 ①

05 10 12 10-10 200 1,333,503 視察旅費 (宿泊税) ①

05 10 12 10-11 35,420 1,298,083 10月 分事務所賃借料 ⑥

05 10 13 10-12 402 1,297,681 愧察旅費 (タ クシー)代金 ①

051013 10-13 382 と,297,299 l免察旅費 (タ クシー)代金 ①

05 10 13 10-14 16,618 1,280,681 市政レボー ト (郵便)代金 ⑦

05 10 14 10-15 16,000 1,264,681 市政レポー ト (デザイン)代金 ⑦

05,10 20 10-16 1,807 1,262,874 10月 分電気代金 ①

05、 10 27 10-17 5,590 1,257,284 9月 分インターネット、電話代金 ⑨

05 10 27 10-18 35,420 1,221,864 11月 分事務所貸借料 ⑥

05 10,30 10-19 2,308 1,219,561 ガソリン代金 ①

05,10.31 10-20 72,509 1,147,052 10月 分人件費 ⑥

月計 810,000 262,437

累計 2,160,000 1,012,948 1)147,052

■ ■
■ ■
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項 目
その

他内容支出額 残額
霊理

番号
収入額年月日

③320 1,146,732 自動車保険代金05,11,09 11-1

①ガノリン代金2,904 1,143,82305,11.20 11-2

③1,503 1,142,325 生1月 分電気代金05,11,21 11-3

③9～ 10月 分水道料金1,176 1,141,14905,11.27 11-4

⑦1,082,933 市政レポー ト (印刷)代金11-5 58,21605.11,27

⑦2,608 1,080,325 市政レポー ト (印刷)代金05,11.27 11-6

③5,823 1,074,S02 10月 分インターネット、電話代金05,11.27 11-7

◎12月 分事務所賃借料35,420 1,039,08205,11,29 11-8

①63,979 975,103 11月 分人件費05.11,30 11-9

月計 0 171,949

累計 2,160,000 1,184,897 975,103

様式第 10号 (第 6条関係 )

会 計 帳 簿

会派の名称・議員氏名 藤井栽子

務所賃借料など)

2 「項目」相には、堺市議会政務活動費の交付に関する条例別表に規定されている政務活動
費の使途項目を記載する。 (次の番号の記載でも可)(①調査研究費、②研修費、③要請
・陳情活動費、④会議費、⑤資料作成費、⑥資料購入費、⑦広報・広聴費、③人件費、

③事務 ,事務所費)
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様式第 10号 (第 6条関係 )

会 計 帳 簿

会派の名称 。議員氏名 藤井載子

年月日
理

号

整

番
収入額 支出額 残額 内容 項 目 その他

05 12.05 12-1 72,907 902,196 10.11月 自動車のリース代金 ⑨

05 12,05 12-2 1,029 901,167 インク代金 ③

05 12.06 12-3 261 900,906 ゴミ袋代金 ③

05 12.11 12-4 16,500 884,406 」AMP購読料1～ 3月 分 ①

05 12,20 12-5 1,926 882,480 12月 分電気代金 ③

05 12 27 12-6 5,556 876,924 H月 分インターネット、電話代金 ③

05 12 29 12-7 72,509 804,415 12月 分人件費 ①

月計 0 170,688

累計 2,160,000 1,355,585 804,415

務所賃借料など)

2 「項目」欄には、堺市議会政務活動費の交付に関する条例別表に規定されている政務活動
費の使途項目を記載する。 (次の番号の記載でも可)(①調査研究費、②研修費、③要請
。陳情活動費、④会議費、⑤資料作成費、⑥資料購入費、⑦広報・広聴費、③人件費、

③事務 。事務所費)
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様式第 10号 (第 6条関係)

会 計 帳 簿

会派の名称・議員氏名 藤井載子

項 目 その他支出額 残額 内容年月日
整理

番号
収入額

③06.1,05 1-1 36,453 767,962 12月 自動車のリース代金

①2,855 76S,107 ガノリン代後0611,06 1-2

⑦06.1.10 183,304 581,803 市政レポー ト (東区全戸配布)代金1-3

③06.1.10 1-4 35,420 546,383 1月 分事務所貸借料

と,356,383 け〔務活動費1月 ～3月 分受入れ06.1,10 810,000

⑦16,000 1,340,383 市政レポート (デザイン)代金06.1,10 1-5

⑦16,8H 1,323,672 市政レポー ト (郵便)代金06.1.15 l-6

⑥06.1.16 l-7 12,799 1,310,773 源泉徴収税 (7～ 12月 分)

と,308,473 ③06.1.24 1-8 2,300 二月分電気代金

③06.1.26 1い9 1,144 1,307,329 n～ 12月 分水道料金

⑨06,と ,26 l-10 53,272 1,254,057 自動車保険代金

③06.1,29 1-11 5,570 と,248,487 12月 分インタ…ネット、電話代金

③06.1,29 1-12 9,916 と,238,571 インク代金

⑨06.1.31 35,420 1,203,151 2月 分事務所賃借料1-13

59,713 1,148,438 二月分人件費 ③06.1131 1-14

月計 810,000 470,977

11826,362 1,143,438果計 2,970,000

■

■
■
■
Ｅ
Ｅ

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

■
■
■
■
■

務所賃借料など)

2 「項目」相には、堺市議会政務活動費の交付に関する条例別表に規定されている政務活動
★の使途項目を記載する。 (次の番号の記栽でも可)(①調査研究費、②研修費れ③要請
・陳情活動費、④会議費、⑥資料作成費、③資料購入費、⑦広報・広聴費、③人件費、

⑨事務・事務所費)
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様式第 10号 (第 6条関係 )

会 計 帳 簿

会派の名称 。議員氏名 藤井載子

項 目
その
他支出額 残額 内容年月日

整理

番号
収入額

③06.2.05 2-1 36,453 1,106,985 1月 自動車のリース代金

③06.2,06 29,260 1,077,725 インクジェット複合機修理代金2-2

③06,2121 2,292 1,075,433 2月分電気代金2-3

⑦58,216 1,017,217 市政レポー ト (印刷)代金06.2.27 2-4

⑦1,014,985 市政レポート (印刷)代金06.2.27 2-5 2,232

1,009,262 ◎06.2.27 2-6 5,723 1月 分インターネット、電話代金

973,842 3月 分事務所賃借料 ③06.2,29 2-7 35,420

③06.2.29 63,979 909,863 2月 分人件費2-8

233,575月計 0

累計 2,970,000 2,060,137 909,863

■
■
Ｅ
Ｅ
Ｅ
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

■
Ｅ
Ｅ
■
■
■
■
■
■
■
■
務所賃借料など)

2 「項目」相には、堺市議会政務活動費の交付に関する条例別表に規定されている政務活動
費の使途項目を記載する。 (次の番号の記載でも可)(①調査研究費、②研修費、③要請
・陳情活動費、④会議費、⑥資料作成費、⑥資料購入賓、⑦広報・広聴費、③人件費、

⑨事務・事務所費)
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様式第 10号 (第 6条関係 )

会 計 帳 簿

会派の名 ・議員氏名 藤井載子

項 目
その
他

整理

番暑
収入額 支出額 残額 内容年月日

◎06.3.05 36,453 873,410 2月 自動車のリース代金3-1

①16,500 856,910 JAMP購腕料4～ 6月 分06,3.11 3‐ 2

①853,804 ガノリン代金0643,16 3-3 3,106

③2,097 851,707 3月 分電気代金06.3.21 3-4

③850,499 1～ 2月 分水道料金06,3.26 3-5 1,208

③5,660 844,839 2月分インターネット、電話代金06.3,27 3-6

③772,330 3月 分人件費06.3,31 3-7 72,509

月計 0 187,333

界計 2,970,000 2,197,670 772,330

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

■
■
■
■

■
■
■
■
■
■
■

■

■
■
■
■
■
■
■
■
■
務所賃借料など)

2 「項目」桶には、堺市議会政務活動費の交付に関する条例別表に規定されている政務活動
費の使途項目を記栽する。 (次の番号の記載でも可)(①調査研究費、②研修費、③要請
・陳情活動費、④会議費、⑤資料作成費、⑥資料購入費、⑦広報・広聴費、⑥人件費、

◎事務・事務所費)
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参考様式第 1号

雇用状況報告書

会派の名称 ,議員氏名

※雇用契約審またはそれに代わる書類の写しを併せて提出すること。

※職務内容をもとに算定する場合の按分率

職務内容 按分率

政務活動十後援会活動 1/2

政務活動 +後援会活動+政党活動 1/3

藤井 載子
 

 

      

〒 

堺市

2028 年  4 月  1日 2024 年  3 月  31日

■直接雇用 □その他 (派遣等 )

20 時間 / 週  (1日  5 時間×  4 日 / 週)

1001 円□月額  □日額  ■時給

■政務活動  ■政党活動  ■後援会活動  □( )活動

□勤務実態をもとに算定

(週勤務時間数のうち政務活動にかかる時間) 16    時間
(週勤務時間教)  20  時間

８。
　

　

％
□職務内容をもとに算定 ※下記参照

□生計を―にしない親族  ■第二者  □その他 (

※議員と被雇用者の関係は、生計を―にしていないことを条件とする。

)

(上記以外の活動がある場合は、その活動を含めて分母の数とする。)
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参考様式第 2号

雇 用 契 約 書

ふりがな  生 年 月 日

氏  名
 

 

現 住 所
堺市

TEL

下記の条件で契約します。

雇用期間 2023年  4月  1日 から  2024年  3月 31日 まで

就業場所
堺市東区西野 401・ 2・210

仕事内容
政務活動にかかる補助及び関係書類の作成

後援会関係事務

政党活動事務

就業時間

(休憩時間)

午前・圧璽 1時 30分から  午前 I圧園
(                                 )

6時 30分まで

休   日
上、日、祝 日、年末年始、夏季体暇、月曜 日から金曜 日の間で 1日

給与 (賃金)
時給 1 100円

給与支払
月末締、月末払い

給与振込先
手渡し

上記契約期間満了をもつて本契約を解消する。

契約書は 2通作成し、双方が各 ユ通を保管する。

>ο >8 年 学月 /日  |

雇用者 落キ帝く}
被雇用者
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参考様式第 5号

出 勤 簿 (2023年 5月 )

氏名  

日 l曜日 始業時刻 終業時刻
労働時間

備  考
基 本 時間外

1日 月 13:30 18130 5:00
2日 火 13:30 18:30 5:00

3日 水 祝 日

4日 木 祝 日

5日 金 視 日

6日 土

7日 日

8日 月 13:30 18:30 5:00

9日 火 13:30 18:30 5100
10日 水

■ 日 本 13:30 18:30 5:00

12日 金 13:30 18:30 5:00
13日 土

14日 日

15日 月 13:30 18:30 5:00
と6日 火 13:30 18130 5:00
17日 水

18日 本 13:30 18:30 5:00
19日 金 13:30 18:30 5,00
20日 土

21日 日

22日 月 13:30 18:30 5:00
23日 火 13:30 18:30 5:00

24日 水

25日 木 13:30 18:30 5100
26日 金 13:30 18:30 5:00
27日 土

28日 日

29日 月 13:30 18:30 5:00

30日 火 13:30 18:30 5:00
31日 水

合計 80:00

出勤日数 16日 確認印
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参考様式第 5号

出 勤 簿 (2023年 6月 )

氏名  

日 曜 日 始業時刻 終業時刻
労働時間

備  考
基 本 時間外

1日 木 13:30 18:30 5:00
2日 金 13:30 18i30 5:00

3日 土

4日 日

5日 月 13:30 18:30 5:00
6日 火 13:30 18:30 5100
7日 水

8日 木 13i30 生8:30 5:00
9日 金 13:30 18:30 5:00
10日 上

11 日 日

12 日 月 13:30 18:30 5:00

13日 火 13,30 18:30 5:00
14日 水

15日 木 13i30 18:30 5i00
16日 金 13i30 18:30 5:00
17日 土

18日 日

19日 月 13:30 18:30 5:00

20日 火 13:30 18,30 5100

21 日 水

22日 木 13:30 18:30 5:00

23日 金 13:30 18:30 5:00

24日 土

25日 日

26日 月 13130 18:30 5:00

27日 火 13:30 18:30 5100

28日 水

29 日 木 13:30 18:30 5,00

30 日 金 13:30 18:30 5:00

合計 90:00

出勤口数 18日 穂認印
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参考様式第 5号

出 勤 簿 (2023年 7月 )

氏名  

)

日 曜 日 始業時刻 終業時刻
労働時間

備  考
基 本 時間外

1日 土

2日 日

3日 月 13:30 18:30 5:00
4日 火 13:30 18:30 5:00
5日 水

6日 木 13:30 18:30 5:00
7日 金 13,30 18:30 5:00
8日 土

9日 日

10日 月 13:30 18:30 心:00

11 日 火 13:30 18:30 5:00

12日 水

13日 木 13:30 18:30 5100
14日 金 13130 18:30 5:00

15日 土

16日 日

17日 月 祝 日

18日 火 13i30 18:30 5100
19日 水

20日 木 13130 18:30 5100

21日 金 13:30 18:30 5:00
22日 土

23日 日

24日 月 13:30 18:30 5:00
25日 火 13:30 18:30 5:00
26日 水

27日 木 13:30 18:30 5:00
28日 金 13:30 18:30 5】 00

29日 土

30日 日

31日 月 13:30 18:30 5:00

合計 80:00

出勤口数 16日 確認印
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参考様式第 5号

出 動 簿 (2023年 8月 )

氏名  

日 曜 日 始業時刻 終業時刻
労働時間

備  考
基 本 時間外

1日 火 13100 18:30 5:00
2日 水

3日 木 13:30 18:30 5:00
4日 金 13:30 18:30 5:00
5日 土

6日 日

7日 月 13:30 18:30 5:00
8日 火 13:30 18:30 5:00
9日 水

10日 木 13:30 18:30 5100
■ 日 金 祝 日

12日 土

13日 日

14日 月 休み

15日 火 休み

16日 水

17日 木 13:30 18:30 5:00
18日 金 13:30 18:30 5100
19日 土

20日 日

21日 月 13:30 18:30 5:00
22日 火 13:30 18i30 5100
23日 水

24日 本 13,30 18:30 5:00
25日 金 13:30 18130 5:00
26日 上

27日 日

28日 月 13:30 18:30 5:00
29日 火 13:30 18:30 5:00
30日 水

31日 木 13:30 18:30 5:00

合計 75100

出勤日数 15日 確認印
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参考様式第 5号

出 勁 簿 (2023年 9月 )

氏名  

)

日 曜 日 始業時刻 終業時刻
労働時間

備  考
基 本 時間外

と日 金 13:30 18:30 5:00
2日 土

3日 日

4日 月 13:30 18:30 5:00
5日 火 13:30 18:30 5:00
6日 水

7日 木 13i30 18:30 5:00
8日 金 13:30 18:30 5:00
9日 土

10日 日

11 日 月 13:30 18:30 5:00
12日 火 13130 18:30 5:00
13日 水

14日 本 13:30 18:30 5,00
15日 金 13i30 18:30 5:00
16日 上

17日 日

18日 月 祝 日

19日 火 13:30 18:30 5:00
20日 水

21日 木 休み

22日 金 13:30 18:30 5:00
23日 土

24日 日

25日 月 13:30 18:30 5100
26日 火 13:30 18i30 5:00
27日 水

28日 木 13i30 18:30 5:00
29日 金 13:30 18:30 5:00
30日 土

合計 75:00

出勤日数 15日 確認印
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参考様式第 5号

出 勤 簿 (2023年 10月 )

氏名  

日 曜 日 始業時刻 終業時刻
労働時間

備  考
基 本 時間外

1日 日

2日 月 13:30 18:30 5:00

3日 火 13:30 18i30 5100

4日 水

5日 木 13:30 18:30 5:00

6日 金 13:30 18:30 5100

7日 上

8日 日

9日 月 祝 日

10日 火 18:30 18:30 5:00

11 日 水

12日 木 13:30 18:30 5:00

18日 金 13:30 18:30 5:00

14日 土

15日 日

16日 月 13i30 181 30 5100
17日 火 13:30 18: 30 5100
18日 水

19日 本 13:30 18: 30 5:00
20日 金 18:30 18:30 5:00
21日 上

22日 日

23日 月 13:30 18:30 5:00
24日 火 18:80 18:80 5100
25日 水

26日 木 18:30 18:30 5100
27日 金 13:30 18:30 5,00

23日 土

29日 日

80日 月 13180 18:30 5:00
31日 火 18:80 18:30 5:00

合計 85:00

出勤口数 17日 確認印
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参考様式第 5号

出 動 簿 (2023年 11月 )

氏名  

日 曜 日 始業時刻 終業時刻
労働時間

備  考
基  本 時間外

1日 水

2日 木 13:30 18:30 5:00

3日 金 祝 日

4日 上

5日 日

6日 月 13i30 18:30 5:00

7日 火 18:30 18:30 5,00

8日 水

9日 木 13:30 18i30 5:00

10日 金 13i30 13:30 5100

11 日 土

12日 日

13日 月 13:30 18:30 5:00
14日 火 13:30 18: 30 5:00

15日 水

16日 本 13:30 18:30 5:00
17日 金 13:30 18: 30 5i00

18日 土

19日 日

20日 月 13:30 18: 30 5:00
21日 火 13:30 18:30 5:00
22日 水

23日 木 祝 日

24日 金 13180 18:80 5:00
25日 土

26日 日

27日 月 13:30 18:30 5t00
28日 火 13:30 18:30 5,00

29日 水

30日 木 13130 18:30 5:00

合計 75100

出勤日数 15日 私亀認印

22



参考様式第 5号

出 勤 簿 (2023年 12月 )

氏名  

日 曜 日 始業時刻 終業時刻
労働時間

備  考
基 本 時間外

1日 金 13i30 18:30 5:00
2日 土

3日 日

4日 月 13:30 18:30 5:00
5日 火 13:30 18:30 5100
6日 水

7日 木 13130 18:30 5:00
8日 金 13:30 18:30 5:00
9日 上

10日 日

ll 口 月 18:30 18:30 5:00
12日 火 13:30 18:30 5:00
13日 水

14日 木 13:30 18:30 5:00

15日 金 13130 18:30 5:00
16日 上

17 日 日

18日 月 13:30 18:30 5:00

19日 火 13:30 18130 5:00
20日 水

21日 本 13i30 18130 5:00
22日 金 13:30 18:30 5:00
23日 土

24日 日

25日 月 13130 18:30 5:00
26日 火 13:30 18:80 5:00

27日 水

28日 木 13,30 18130 5:00
29日 金 13130 18:30 5:00
30日 土

81日 日

合計 85:00

出勤日数 17日

}

確認印
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参考様式第 5号

出 勤 簿 (2024年 1月 )

氏名  

日 曜 日 始業時刻 終業時刻
労働時間

備  考
基  本 時間外

1日 月

2日 火

3日 水

4日 木

5日 金 13:30 18:30 bi 00

6日 土

7日 日

8日 月 祝 日

9日 火 13130 18:30 5:00

10日 水

ll日 木 13:80 18:30 5:00

12日 金 13:30 18i30 5:00

13日 土

14日 日

15日 月 18:30 18:30 5,00

16日 火 13:30 18:30 5:00

17日 水

18日 木 13:30 18i30 5:00

19日 金 13:30 18:30 5:00

20日 土

21日 ロ

22日 月 13i30 18:30 5i00

23日 火 13i30 18:30 5:00

24日 水

25日 木 13i30 18:30 5:00

26日 金 13:30 18:30 5:00

27日 土

28日 日

29日 月 13:30 18:30 5:00

30日 火 13:30 18i30 5100

31日 水

合計 70:00

出勤日数 14日 確認印
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参考様式第 5号

出 勤 簿 (2024年 2月 )

氏名  

日 曜 日 始業時刻 終業時刻
労働 H寺聞

備  考
基  本 時間外

1日 木 13:30 18i30 5:00

2日 金 13:30 18:30 5:00

3日 土

4口 日

5日 月 18:30 18:30 5i00

6日 火 13130 18:30 5:00

7日 水

8日 木 13:30 18:30 5:00

9日 金 13:30 18130 5:00

10日 土

11 日 日

12日 月 祝 日

13日 火 13:30 18:30 5:00

14日 水

15日 本 13130 18:30 b i00

16日 金 13:30 18:30 5:00

17 日 土

18日 日

19日 月 13:30 18:30 5:00

20日 火 13130 18:30 5:00

21日 水

22日 木 13:30 18:30 5:00

23日 金 祝 日

24日 土

25日 日

26日 月 13:30 18: 30 5:00

27日 火 13:30 18:30 5:00

28日 水

29日 木 13:30 18:30 5:00

合計 75:00

出勤日数 15日 確認印
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参考様式第 5号
出 勤 簿 (2024年 3月 )

氏名  

日 曜 日 始業時刻 終業時刻
労働時間

備  考
基 本 時間外

1日 金 13:30 18:30 5:00

2日 土

3日 日

4日 月 18:30 18i30 5:00

5日 火 13:30 18:30 5:00

6日 水

7日 木 13:30 18:30 5:00

8日 金 13:30 18:30 5:00

9日 土

10日 日

ll 日 月 131 80 18:30 5:00

12日 火 13:30 18:30 5:00

13 日 水

14ロ 本 13:30 18:30 bi 00

15日 金 13:30 18130 5:00

16日 土

17日 日

18日 月 13;30 18:30 5i00

19日 火 13:30 18:30 5:00

20日 水 祝 日

21日 木 13:30 18:30 5:00

22日 金 18:30 18:30 5:00

23日 土

24日 日

25日 月 13:30 18:30 5:00

26日 火 13:30 18130 5:00

27日 水

28日 本 13:30 18:30 5i00

29日 金 13i30 18:30 5:00

30日 上

31日 日

合計 85:00

出勤日数 17日 確認印
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参考様式第 3号

事務所 (使用)状況報告書

会派の名称・議員氏名   藤井 載子

事務所関連経費

按分比率など

管理責任者

(議員名 )
藤井 載子

事務 F~ジ子名 藤井 とし子事務所

所在地

〒 599-8125

堺市東区西野 401番地 2 SOLOやぶ内 21o
TEL 072(289)6112

□自宅兼事務所  ■専用事務所 (貸貸借契約先    )

□私的使用

■後援会事務所

■政党活動事務所

兼用の有無
他用途との兼用

四 有 ―
□ 無

国会社等 (関係団体)

延べ面積
18.96雷

月癌買  44,000

(政務活動費充当額

円

35,200    円)

政務活動事務所

として使用する

割合 80  %

(次のいずれかの説明方法を選択 )

■使用面積による  使用面積
□使用時間による  月

♂/延べ面積 (ポ )

時間

15。 16

時間のうち

維持管理

経費

■電気代 。・・80 %  ■水道代・・・80 %
ロガス代・・ !  %  ■固定電話代・・・80 %
■その他 (イ ンターネット使用料・事務所使用備品等 )・ ・・80 %

%

月額      円
(政務活動費充当 円)駐車場

賃借料
【所在地】

所有区分
□生計を―にしない親族  ■第二者  □その他 (

※議員と貸主の関係は、生計を―にしていないことを条件とする

※事務所 。駐車場を貸借する場合は、貸貸借契約書またはそれに代わる書類の写しを併せて提出すること。
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賛貸人

建物貸貸イ昔契約書 (事業用)

    を甲とし、賃借人 藤井 載子 を

乙として、甲の所有する建物について次のとおり建物貸貸借契約 (以下r本契約」という。)を
締結する。

I,標記
(1

)

所 在 地 大阪府堺市東区西野401番地2、 401番地と

住居表示 大阪府堺市東区西野401番地2

家屋番 号 401番 2の 2 建物種類 店舗e共同住宅

建 物名 称 SOLOやぶ内 住戸番号 2F210号室

鉄骨造  スレート葺  2階建 (目的物の所在階数 2階 )
構   造

( ● 共同建  国一戸建  □長屋燃  □その他 )

床 面 積 約18,96 nf

施 玉仕 様 内外装仕様現状渡し

付 属 設備 ミユキッチン、電気コンロ、ミニ冷蔵庫、シャワー、UB、 洗面台、室内洗濯置場、電気温水器

付属施 設 駐車場

付記事項

※記入例→ 施行仕様……・・ 内外装仕様現状渡し、店舗仕様貸主負担施工、内装仕上げ借主負担、
冷暖房設備・厨房設備借差負担施二 等

付属設備…・J" 給排水設備、冷暖房設備、エアヨン、厨房設備、トイレ、照明器具、
営業什器―式、クレーン、OOO機械設備一式 等

付属施設"… … 駐車場、車庫、自転車置場、物置、専用庭、庭園 等

び引 し口

1

始 期 および ラ1渡し日

西暦2019年

終 期  西暦2021年

9月

9月

24回 より

23日 まで

2年間

建物賃貸借契約書 (事業用)
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共

(4)敷金 ・

5

(7)

人及 理人

2

金  額 支払い方法 綬込による場合

賃   料 月額
40,000円

消 費 税
2019年9月 30日遊

月額 3.200円

消 費 税
2019年 10月 1口 ～

月額 4.000円

光 熱 費 実費

覇細認罐鍵
により、毎月末日迄に着
金になるように、翌月分を
先払いする。
口糠込に掛かる費用は、
るの負担とする。

池田泉州銀行 耳ヒ野田支店

●普通   □当塵

口座 番 号

宛先名携人

フ リガ ナ

金融機関名

預   金

敷  金 礼  金 (税込) 金

賃 貸 人

(社名・代表者)

所

名

住

氏

T 599-8125 大阪府堺市

TEL 

管 理 人

(社名・代表者 )

住所

氏名

T 599-8125 大阪府堺市東区雷野401番地2

TEL 

賃借人

(本人 )

氏  名 商号・名称。営業種目・職業
本人との関係、法人の場合
地位 (代表者、所長、管理
責任者、社員 等)

藤井 載子 議員事務所 本人

家族又は従業者・
社員など本物件建物
内入居者
(多人数の場合はそ
の他従業員OO名 )等
記入

(  )人

連構保監E人

住 所 大阪府堺

氏 名 年齢

職 業 借主との関係

建物策貸特契約書 (事業用)
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H.契約条項
(目的および用途)
第 1条

(賃お博 )

第3条

傷電力 礼金)

第 4条

甲はその所有する標記物件 (以下「本物件」という。)を、次項に規定する用途に供す
ることを目的として乙に貸貸し、乙はこれを策借することを約する。
2.乙は、本物件を   事務所
として貸借使用するものとし、それ以外の目的に使用してはならない。
3.乙は、前項 2の事業内容を変更する場合は、甲に対して事前に書面に依る通知を行い、
甲からの警面に依る承諾を必要とする。

(賛鱒借期間および引渡し日)
第 2条   賃貸借期間および引渡し日は、標記のとおりとする。
2.更新を行う際、甲・る双方のどちらか一方が本契約語載内容事項に変更事由がある時
は、甲は、契約期間満了の 6ヶ月以上前までに、乙は、契約期間満了の3ヶ月以上前まで
に書面で異議・申出等を行うものとする。
3.前項、更新の際、甲及び乙双方より申出等がない場合は、2年間同一条件で更新する
ものとする。

資料および共挙費は、標記のとおりとする。
2,乙の支払う共益費は、 用に充

3.乙は、翌月分の貸料に消費税を加算し、毎月末日までに着金になるように甲の指定す
る標記の金融機関阿座韓 込みにより支払うものとする。
ただし、授込みにかかる費用は乙の負担とする。
4,前項、賃料の支払債務を遅廷した場合は、年 (865日 あたり)14.5%の割合による遅
廷損害金を甲に東払うものとする。
5.lヵ月に満たない賃料等は、 とヵ月を30日 として日割り計算する。但し、過去月に
ついては、月の途中で過去した場合でも、日割消算は行わないものとする。
6,甲および乙は、土地または建物に対する租税その他のノム`線の負担の増減により、土地
または建物の価格の上昇もしくは低下その他の経済変動により、または近傍類似の建物
の資料等に比較して資料が不相当となったとき、あるいlま維持管理費の増減により共益
費が不相当となったときは、相手方に対し、資料等の増減を請求することができるもの
とする。

ただし、乙に貸料等の滞納、損害の賠償その他本契約から ので既に履行期の
到来した債務等がある場合は、甲は、標記敷金からこ を控除することがで
きる。この場合には、甲はその内訳を乙に明示 らない。
3,乙は、本契約期間内において、賃料そ と敷金とを相殺することはできない。4,乙は、 の敷金にかかる

乙は、敷金として標記金額を甲に預辞ヒする。
2.本契約が終了し、乙が本物件を完全に明け渡
により受話した敷金を無利息で乙へ返還するも

じ返還した場合には、甲 融
のとする。

し、または敷金を他の債務の担保
に供 してはならない。
5.乙に賃料の不払い、
は催告をし

済充当日

1と関して発生する債務の支払いを遅延した時は、甲
らの債務の弁済に充当することができる。甲は、この場合、弁

額及び費用をるに通知するものとする。乙は、甲より充当の追知を
通知を受けた日から10日 以内に甲に対して敷金の不足額を追加して予買辞と

受

ければならない。

3 亀購噌硝鞘卸処約書 (戦用)(2012.12,3)
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6.ことは、礼金として標記金額を甲に差し入れるものとする。本サ鷹約の礼金は、本契約締
結に際し、一時金として借主が負担する金員であり返遺されません。また、契約期聞の

長短に拘らず返還されませ猛            
―

(本物件内の造作等)

第5条   乙は、本物件内について第1条第2項の使用目的の々的歯準贈よび設備工事等施工する
ときは、仕様・工程等につき事前に甲の書面によう濡熊鶏編胞後に、自らの責任と費用負

担のもとに実施することができる。         ●II
ただし、この場合施工業者については、甲およびるの双ガカ:協議のうえ決定する。
21争
怪課綴 絆 ま留賜 翼鞠 鐵 &発1線t稼祀
ときは直ちに甲に逓知すると共にその損害を賠償造糊聯書らず、また、第二者から異議
警情等の申出があつたときは乙の責任と負担におい鸞壌やかにこれを解決しなければ

ならない。

(P浪'備
。造作等の変更)

第 6条   乙が本物件の内外装,貴備・仕様または前条によりと.が施工した造作を下記の各号に定め
ることの他、改造、除去、変更するなど現状を変更しようとするときは、あらかじめ甲に|

仕様書、設計図、講負業者届を提出し、書面による承講邊得痺7,ちに着手しなければなら
|

ない。                          ・ ―
(1)本物件内の造作、間仕切、建具等の新増設または棋縛辮駐と

(2)電灯の新増設、移荷史、電話の引込架線、およびその的の報韓の新増設、移転、変更

等。
(3)本物件の外面 (出入日扉、窓ガラス、シャンター等を宙む)での商号、商標、その

J

他の表示。
2.前項の工事に要する費用は、るの負担とする。

(鰈 )

第 7条 本物件の屋根、柱、整、梁、床等主要構造部の維持保全に必要な修理は甲の負槻とする。

2,本物件内の最・建具類、壁面。天丼のクロス、フロンシ‐卜、ガラス、照明器具、そ
の他付属品等の損耗による修理はるの負担とする。

3.厨房設備、 トイレ、冷暖房器、給湯器、換気扇、給排氷機備、付属機械設備等付属設
備が、修理、取換えの必要な場合は、これに要する費用はとの負担とする。

4.電球、蛍光用、LED、 ヒューズ、パッキン等の取換えは乙の負楓とする。
5`乙は、本物件につきf疹繕を必要とする箇所を発見したときには、速やかに甲に通知し
なければならない。
6.乙は、本物件および諸造イ乍設備の修理を自らの負搬において実施する場合であつても、

その修理の実施および方法についてはあらかじめ甲の書箇による承諾を得なければな

らない。

碗 責)

第 3条 地震、火災、風水害等の災害、盗難その他不可抗力と認められる事故、または甲・乙の

責によらない電気、ガス、給排水等の設備の故障によって生じた甲または乙の損害につい

て、甲または乙は互いにその資を負わないものとする。

(遵守朝

第 9条   乙は、善良なる管理者の注意をもつて本物件および本物件建物内の請設備を使用しなけ
ればならず、また、乙の営業活動にかかり、近隣居イ主者等に迷惑となるような一切の行為

をしてはならない。

4 建物貨蜘 書 l事業用)(2012.12.3)
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(るの屈出義務)

第 10条  乙または連幣保証人は、次の各号に該当するときは、直ちに書面により甲に届け出なけ
ればならない。
(1)乙の住所、商号、営業種目、組織、代表者に変更が生じたとき。
12)るまたは速帯保証人が、成年被後見人、被保佐人、被補助人の宣告を受けたとき、
または連帯保証人が破滋したとき。
(3)標記に記載した入居者に変更のあるとき。
(4)乙または連帯保証人が死亡したとき。
(5)lヵ 月以上にわたり不在する場合における不在期間および連絡先。
16)本物件を毀損または滅失したとき。
(7)出入回の鍵を紛失したとき若しくは取り替えるとき。

(承請が必要な事項)

第 11条  乙は、次の各号に該当する行為をしようとするときは、あらかじめ甲の書面による承諸
を得なければならない。
(1)大型金庫、大型書庫・ロッカー、機械設備等重量物の搬入据付け等をするとき。
(2)第 5条 (本物件内の造作等)または第 6条 (設備・造作等の変更)に該当する行為を
しようとするとき。     、

(禁止事項)

第 12条 乙は、次の各号の一に該当する行為を行つてはならない。
(1)標記の使用目的以外に使用してはならない。
(2)本物件の金都または一部について賃借権を譲渡すること。
(3)本物件の全部または一部を第五者に転貸すること。
(4)本物件の全部または、一部に第二者の物品等を保管すること。
(5)建物及び工作物の新築・改築・増集を行うこと。
(6)有害物質の使用を行うこと。
(7)鉄砲、刀剣類又は爆発性、発火性を有する危険な物品を製造及び保管すること。
(8)野蚤普等の迷惑行為及び危険な行為、近隣に迷惑となる行為を行うこと。
(9)反社会的集団 (暴力団、過激な集団等)と関係を持つこと、または、これらの集団
に加盟すること。
(10)本物件において犬、猫等動物の飼育をすること。

(第二者同居の禁止)

第 13条  乙は、甲の書面による事前の承講を得ないで、本物件に標記記裁の者以外の第二者を同
居させまたは使用させ或いは第二者の名義を表示してはならない。

(立入点検)

第 14条  甲または甲指定の管理人その他甲の指定する者は、本物件建物の保全、衛生、防犯、防
火、救護その他本物件建物の管理上必要があると認めたときはいつでも、乙に通知して本
物件に立ち入り、これを点検し適宜の措置を静じることができる。
2.前項の規定にかかわらず、非常の場合においては、乙に対する通知なくして前項の行
為を行うことができるが、この場合甲は事後速や力司こ乙に報告するものとする。
3.本契約終了後において本物件を賃借しようとする者叉は本物件を譲り受けようとする
者が下見をするときは、甲及び下見をする者は、あらかじめ乙の承諾を得て、本物件内
に立ち入ることができる。
4.前三項の場合、乙は甲の措置に協力しなければならなし、

5 建物賛鋳借奥約書 (事業用)(2012112,3)
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(契約の解除)

第 15条  甲は、乙が次に掲げる競務に連反した場合において、甲が相当の期間を定めて当該義務
の履行を催促したにもかかわらず、その期間内に当君メケ義務が履行されないときは、本契約

を解除することができる。

(1)第 3条の貨料等の支払義務
(2)乙の故意又は過失により必要になつた修繕に要する費用の負搬義務

2・ 甲は、乙が次に掲げる義務に違反した場合において、当該義務違反により本契約を継

続することが困難であると認められるに至つたときは、本契約を解除することができ

る。

(1)第 1条の使用目的遵守義務

(2)第 ■条 (承諾が必要な事項)に規定する事項の遵守義務
(31第 12条 (禁止事項)に規定する事項の遵守義務
(4)第 13条 (第二者同居の禁止)の連守翔
(5)その他本契約春に規定するとJの義務

(6)入居時に乙または連帯保諏人について告げた事実に重大な虚偽があつたことが判

明した時

(7)銀行取引の停止

(3)破産手統きの開始

(91民事再生手続きの開始

(10)会社更生手l院きの開始

(11)清算手続きの開始

(12)監督富庁から営業停止または営業許可若しくは営業整a設の取消処分を受けた時

(13)そ の他資産、信用状況が悪化しまたはそのおそれがあると認められる相当の事由

がある時

(契約の終了)

第 16条  次の各号に該当することがあつたときは、本契約は終了するものとし、その結果生じた
損害について、甲乙相互に損害賠償の書脅求をしない。

(1)天災地変、火災その他甲および乙のいずれの費に帰すことのできない事由により本彰

件の金都または一部が滅失もしくは毀損して本物件の使用が不可能になつたとき。

(2)法令または条例の施行もしくは公権力の行使、関係官庁の指導等による本物件の収用、

取り払い、使用禁止等の事由が発生したとき。

(期間内解約)

第 17条  乙が、本契約を解除しようとするときは、解約日の3ヶ月前までに甲に書面で予告した
ければならない。

ただし、乙は、予告に代えて賃料および共益費の3ヶ月分相当額を支払い即時解約す電

ことができる。

2.甲が、本契約を解除しようとするときは、解約日の6ヶ月前までに乙に書面で予告 t

なければならない。

ただし、甲から解除を行う場合は、正当事由がある場合に限られる。

(明け渡し)

第 18条  =とは、本契約終了と同時に、本物件を甲に明け渡さなければならない。この場合におヤ

て、乙は本物件に付加した設備等を自己の費用をもつて除去し、通常の使用に伴い生じ

'本物件の損耗を除き、本物件を原状に回復しなければならない。

2.甲および乙は、前項明け渡しに際しては、双方が立会のうえれ転認し、損耗の存する(

きは、その内容および原状回復の施工方法について協議するものとする。

3,乙は、明け波しに際し、乙の費用で本件建物に付加した一切の造作について、甲に'
の買取りを請求することはできない。

｀
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′れは、明け波しに際し、移転料、立退き料等名目の如何を問わず甲に対し、一切の金

'比

11計求をすることはできないむ

,乙は、明け渡しが遅滞したときには、甲に紺し、遅滞口数分の貸料および共益費の倍
打il‖当額を損害金として支払わなければならない。

.連帯保証人は、法廷更新及び合意更新された場合でも、前項同様とする。
,乙は、速杵保誰人につき無資力、死亡等資格要件を欠くに至つたときには、甲の認め
る他の連帯保議二人を付すものとする。
.前項の場合、乙は、甲から連帯保証人の変更、または追加要求を受けた時は直ちに必
要な手続きををとらなければならない。
.連帯保証人は、甲の承譜がなければ、この保誰契約を解除することは出来ない。

(ilit lllイ 早れ|:人 )

れ ,I)イ   |ぷ記連帯保証人は、本契約に基づく乙の一切の債務につき乙と連帯して履行の資を負

・I

5

(打|||||)

'II Iイ

1)イ 木物件における電気、ガス、上水、電話、インターネット等の使用については、乙が直
1残肖該事業者と契約を締結するものとする。

(人 堤十КI険 )

打i lll i lllは 、引渡日までに本物件に紺して時価相当額の火災保険に力‖入するものとする。

2.乙は、乙の備品・設備等を主契約とする借家人賠償責任特約付火災保険に加入す

るものとするもα)と し、その譴書の写 しを甲に提出するものとする。

11.前項 1及び 2に関する保険料及び更新料は、甲及び乙各々が負担する葉)の とする。

(‖ 4'賛・1;れ )
十Ⅲ
't il▼
イ 乙は、第 8条に定める貸料、第4条第 6項の礼企および第 18条第 5項の捜審金につい
て、消費税としてそれらの8%相当額を負担するものとする。
2.乙は、消費サ税の税改正が行われた場合は、改正後の消費税をそれぞれ加算し甲に文払
うものと→

い
る。

1(脇 I油 '肝 J預 )′
汁r,1111ィ、 本契約に定めがない事項、または本契約条項に解釈_との疑義が生じた事項については、

Iμおよび乙が、民法その他関係法規および不動産取引のケI質行に従い誠意をもつて協議し、

解決するものとする。

(合 ,徹 4や博裁判所 )

〕
′
,Viれ 本契約に起困する紛争に関し、訴訟を提起する必要が生じたときは、本物件の所在地

を管轄する地方 (簡易)裁判所を第 1審管轄裁判所とする。

7 建物賛貸借契約書 (事業用)(2012.12,3)
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(特約条項)

第 25条 ド記条項のとおりとする。

1.貸主は、本物件を現状有姿で借主に引渡しするものとします。

2。 借主は、本物件内の維持管理及びメンテ のとします。また、借主が,

む事業等に必要な工事は借主の費用負担で行うものとします。

3.本契約は、一代限りとし借主の変更及び権利の譲渡はできないものとします。

4.契約条項第 3条 2項、第 4条 l項～5項全文抹消

5。 本契約の質料発生起算回は、西暦 2019年 9 24日 からとします

6。 借主は、事業を営むにあたり、消防設備、看板設置 。中講・許可等につき大阪府条ウ

及び堺市条例に遵守するものとします。

7.借主は、事務所内のごみ搬出については、堺市で定められている事業系一般廃葉物ι

取扱い業者と直接契約を行し

す。

8.借主は、従業員・使用人 ,出入り業者・顧客等の管理責任を負うものとし、近隣テ五

ント及び第二者に迷惑を及ぼさないよう配慮するものとします。万一、近隣テナントフ

び第二若から苦情 ,損害等が生じた場合は、借との責任に於いて速やかに対応し解決▼

るものとします。

9.借主が新設・付加又は変更した諧造作・設備等に賦課される公租公課については、ヶ

名名義の如何を開わず借主が負担するものとし、賦課分離の手続きに関して貸主に協テ

するものとします

10.契約条項第 12条 4項に違反してその物品等が明波しに伴い、貸主より処分された喘

借とがその物品所持者にその を負うものとしま

■,本契約を更新する場合でも、更新手数料は掛からないものとします。

12.明渡しに於いては、契約条項第 18条に従い、借主の動産類及び屋号等を金て撤去ヒ

貸主へ明渡すものとします。

13.借主が明波しに於いて、賃料の滞納、損害の購償、その他本契約から生じた償務等

が存在する時は、明渡し時までにそれらを全て清算するものとします。

以

8 建物貨貸借契約書 (事業用)(2012.12.
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26条`反社会的勢力排除条項
(反社会的勢力の排除)

第 1条   甲および乙は、それぞれ相手方に対し、次の各号の事項を確約する。
(1)自 らが、暴力団、暴力団関係企業、総会屋もしくはこれらに準ずる者またはその構
成員 (以下総称して「反社会的勢力」という。)ではないことっ
(2)自 らの役長 (業務を執行する社長、取締役、執行役またはこれらに準ずる者をいう。)
が反社会的勢力ではないこと。

(3)反社会的勢力に自己の名義を利用させ、この異約を締結するものではないこと。
(4)自 らまたは第通者を利用して、次の行為をしないこと。
ア 相手に対する脅迫的な自動または暴力を用いる行為
イ 偽計または威力を用いて相手方の業務を妨害し、または信用を毀損する行為

(禁止または制限される行為)

第 2条  乙は、本物件の使用に当たり、次の各号に掲げる行為を行つてはならない。
(1)本物件を反社会的勢力の事務所その他の活動の拠点に供すること。
(2)本物件または本物件の周辺において、著しく粗野もしくは乱暴な言動を行い、また
イi威勢を示すことにより、付近の住民または通行人に不安を覚えさせること。
(31本物件に反社会的勢力を居住させ、または反復継統して反社会的勢力を出入りさせ
ること。

(契約の納

第 3条   甲または乙の一方について、次のいずれかに該当した場合には、その相手方は何らの催
告も要せずして、本契約を解除することができる。
(1)第 1条の確約に反する事実が判明したとき。
(2)契約締結後に自らまたは役員が反社会的勢力に該当したとき。
2.甲は、乙が前条各号に掲げる行為を行つた場合は、何らの催告も要せずして、本契約
を解除することができる。

9 建物貨貸借契約書 (事業用)(2012,12.3)
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西暦 2019年 9月 21日

お審様各位

『反社会的勢力排除条項』について

舞食で住みよい社会は、すべての人に共通の願いです。暴力団等の反社会的勢力は、安全で住
みよい社会の実現をおびやかす存在であり、国民生活から反社会的勢力を排除していくことが社
鋳的に求められています。このような社会的要請のもと、各都道府県では、反社会的勢力排除の
軌ホ雄が積極的に進められており、ほとんどの都道府県で「暴力団排除条例Jが制定されています。

|   「鳥力団排除条例」では、おおむね、不動産所有者 (売主・貸主)に対して、
1つて、譲渡等に係る契約をしてはならない。
事務所の用に供するものではないことを秤重認、するよ

す
る事項を定めるよう努める。
!い

:判明したときは、催告することなく当該契約を解除

1明 した場合、速や力ヽ こ当該譲渡等に係る契約を解除

=■
1響静
ξ規定され′ています。

■11
!|テ
| (

―
零駒藤流通業界では、「暴力団排除条例Jに鶏穏するため、警察庁刑事局組織犯罪対策部暴力

下、国土交通省総合政策局不動産業課の協力を得て、「売買契約審」「媒介契約
I営貸住宅契約書」において反社会的勢力との取引を排除する規定を,臓けましたので、ご理
ご協力を頂きますようお願い致します。

記

は、契約書において①あらかじめ契約当事者が反社会的勢力でない旨等を相互に確約し、
において取引の相手方が反社会的勢力であった とが判明した場合や反社会的勢力の
に供された場合に、契約の解除等速やカゝに反ネ上会的勢力の拶停除の対応ができるよう定め
のです。

以上

社団法人大阪府宅地建物取引業協会

iO 盛物卸 喫約書 (事業用)(2012,12,3)
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|

|

査琴響室冴
=亀
矮潔縛 ゑギ

を作事し、甲、乙、連帯保証人署名捺印の上、甲、

画麟iンθ/'年 2月 >/日
甲 (賃貸人)

乙 (貸借人)

連帯保証人

_…………

TEL

住 所 ″冷

氏 名

自 宅  

住 所

氏 名

自 宅…

_
この契約書は、宅地建物取引業法第 37条に定められている書面を兼ねています。

筋 締
免 許 番 号

事務所所在地

商 号 (名 称 )

(1)第 60437号

アイ・ リンクライフ

代表者氏名  代表取締役 浅田 清美

宅地建物取引主任者   登録番号  (大阪) 103907

氏  名 浅田

T E L 

11 3

こと壮こ

11 建物費貸借翼約害 (事業用)(2012.12.3)
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西暦ンゆ′

'年

,月 シ/日

事業用建物貸貸建物 《   SoLOや ぶ内

貸貸人  殿

賃借人  住所 冴

》

氏 .々 み 常 裁
9M   )

健 預 か り書 (念 書 )

このたび、賃貸建物 《    SOLOや ぶ内      》(2F210号室)を賃借しましたが、
「入居使用」にあたり、建物の鍵 ,本 ( 玄関入口鍵 :            θ 本 )

を、本日、確力■こ受け取りました。つきましては、後日、賃貸イ昔契約解除によつて私が同建物を退

去する時まで、善良な管理者の注意をもつて使用し、保管することとし、明け渡し時には、お預か

り致しました鍵すべてを責任を持つて貴殿に返還致します。

万一、鍵を紛失したときは、直ちに貴殿に届出ることとし、この場合私の費用負担で貴属費が鍵前

一式を取り替えられることを予め承諸救します。

また、無の複製品が必要なときは、手持ちの鍵を提示のうえ貴殿にて作製していただくこととし、

貴殿に無断で複製致しません。

以上のとおり鍵受取の証として念審します。

以上

建物賛郎鰤 審 (事業用)(2012.12.3)
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作成日 令和 5年 11月 13日

B14ADK1000159″

大阪府堺市東

藤井 載子 様

III・ 1・ 11・ IIIIItial,〕 tat.1'1.11JI・ 卜II・ 1・ 1・ I''II1111tllllltialil'1'1

〒180-0006
東京都武蔵野市中町2-4-15
第7粕栄ビルディング2F
株式会社ホンダフアイナンス

カスタマーセンター

TEL 0120-555-381

ホンダカ■り■スど契約めしお・|'

この度は、本ンダファイナンスのリース契約車両をごイ吏用いただきまして、誠にありがとうございます。

お車を安全・サ,央適にご利用いただく為に、この |ホ ングカーリースご契約のしおり_|を 手づ|き として、

ご契約車両の車検証と一緒にご保管頂きますようお願い中し Lげます。

1機奪角自i

登1無番 号

〈取扱販売会社〉
寺曲ホンダ販売 (株 )

HondaCars堺 西
高石東店

大阪府高石市西取石 6-ユ ー15

〈指定サービスエ増〉
寺山ホンダ販売 (株 )

HondaCars堺 西
高石東店

大阪府高石市百取石6-I-15

TEL 0722-64-2951

r.契約内容

令和 5年  8月 4日

藤井 載子 様

N― BOX FF

令和 5年 10月 30日

   

令和 5年 10月 30日から  今和 9年 lo月 29日 まで  48ケ月

1,000 km

5円/km

TEL 0722-64-2361

この車再のメンテナンスサービスはL隠のサービス班 がさせてHどます。41



リース料あ支払明細書

Ｃ

Ｃ

Ｃ

Ｃ

や

　

表
　
　
消
一　
　
撃

　

・隠

こ の ホ ン リ―スをご利用し

ヽ たヽしますので、

たり
せ先
のな

J迄
く〔r夢ぞ車upuぞ妥〉

(め剣 A輔〉

塩懸蓬警擢象み全:奥馬基学ま率災切に保管下さいます様

瑾籍慧Ψ
な点がご熱`れたら拝数ですが

と琶重甦羅轟瞑岳避してご利用くださしゝヽ ぃ

あ支払期日lよ毎 用  5日 です。(ただし金融機関体Bの場
合は翌営業日になります)

同衝のあ支払内容は、裏面に配議さ
せて頂いてあります。同様に在下よりあ

けてし'確隠くださしヒ

新経リーフ、ご契剰区分
令和 5年  8用  4田ご 契 刺 B

FF N一 BOX

寺血ホンダ販売 (株) 高石真店

9年 10月 29日 (48ヶ月)令和令和 5年 10月 30日

藤井 載子 様

物 作 内 客

リ ー ス 海 闘

ご契剣哲後

ご契要lと 彗

■0 %消 費 税 率

蝉   198′ 837
2′ 187,2■ 6円

47回

あ受払4霞

あ 支払 9雲

*嚢
会露整愛蓄忽宅ヽ、毛寵錘麗蚕藻

はてしま

ヽ

き

さ

鬱月 5B

回座振替

リース料

弾

B03A6K1000114

42
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参考様式第 4号

出張報告書

令和 5年  11月  23日

大阪維新の会堺市議会議員団

会派の名称・議昌氏   藤井 裁 子

出張報告は下記のとおりです。

1,目   的   福岡市の行政 DX及び戦略的広報、佐賀県産業スマー ト化センターについて

2.期  間 令和 5年 10月 12日 (木)～  令和 5年 10月 13日 (金 )

3,日 程 等

4.面談者
・福岡市役所

  総務企画局 DX戦略部 データ活用推進課 課長
  総務企画局 DX戦略部 データ活用推進課 係長
  総務企画局 px戦略部 DX戦略課 DX戦略係長

・佐賀県産業スマー ト化センター

  福岡市市長室 広報戦略室広報戦略課長
  福岡市市長室 広報戦略室広報戦略課 広報第 3係長
  福岡市市長室 広報戦略室広報戦略課 企画係長
  福岡市役所 市長室広報戦略室 広報課長
  福岡市 こども未来局 こども政策都 こども政策課 こども政策課長
  福岡市 こども未来局 こども政策部 こども政策課 企画係長

記

月  日 時 刻 出張先 (都市・施設名等)

① 10月 12日 (木 ) 13:00-15:30 編岡市役所 (福岡県福岡市)

② 10月 13日 (金 ) 10:00-12:00 陸賀県産業スマー ト化センター (佐4R県佐賀市)
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5。 報告内容 【調査内容や成果等について、具体的に記載すること】

「福岡市の行政 DX及び戦略的広報」
DX推進の背景として、デジタル技術の飛躍的な発展があるが、新型コロナウイルス感染症の

発生を機に行政サービスのデジタル化の遅れが明らかになつた。

区役所等の窓日に行かなくても手続きが完結するノンス トップ行政の実現に関しては、市民が

時間や場所の制約なく行政サービスを受ける事ができる利便性の向上が図られる。

また、市民ニーズの多様化に対応するため、業務の効率化により生じた人的資源を人のぬくもり

が必要な分野でのきめ糸田かな対応や新たな行政課題の解決へ振 り向けりことなどにより、これ

からの時代にふさわしい市民のサービスを実現していくことが必要である。

この言葉には重みがあり、実際に令和 4年度末の目標であった年間処理件数の 90%以上をオン

ライン化、75%以上をオンライン完結している。

堺市にもこの実行力が必要であると感じた。

行政手続きのオンライン化は令和 3年 4月 のリリース後、市内の高齢者向けパノコン教室の協

力を得て、受講生の皆さんに実際に使用してもらい、感想や改善点などの意見を徴収し令和 3年

7月 に機能追加などをリニューアルし更に使いやすく改善している。

本市も見習うべきである。

更に、PCやスマー トフオンを持つていない、使いこなせていない高齢若も区役所から遠い地域

に住んでいる方も近くの公民館でモニター越 しに職員と話しながら手続きや相談が出来る、リ

モー ト窓日を令和 4年度は離島を含め 10か所設置している。

福岡市の各小学校校区には公民館があり実現出来ている取組みだが、高齢化が進む中で福祉・介

護 。健康・医療に関する相談ニーズが増えている。

以前、包播支援センターでの LINE通話で顔の見える相談体制を要望したが、本市も敢組みを進

めるべきであると確信 した。

「福岡市広報戦略室」

福岡市の人口は と,641,854人で堺市の約倍であるが、世帯数は堺市が 371,909世帯に対し、

福岡市は 870,597世帯であり、単身赴任や一人暮らしの学生が多いのが特徴である。

主な SNS等の運用は、X(旧 Twitter)・ Facebook・ インスタグラム・LINEであるが、Xは即時性

のあるもの、Facebookは 市の取組み告知、インスタグラムは市の魅力やシティプロモーション、

LINEは道路の不具合等生活にそつたものと役割を決めて発信している。

フォロワー数も Xは 93,000人、Facebookは 10,000人、インスタグラムは 52,000人、LINEは

1,860,000人 を超えている。これは、LINE福岡とH24年に協定を結び、過去 2回 LINEス タンプ

を配布。このことにより、毎年 4～5万人フォロワーが増えている。

また、シティプロモーションサイ ト「Fukuoka Facts」 では、県内アクセスが 50%、 県外首都圏

が 23%、 関西が 7%と県外にも魅力を発信 している。

情報発信に関する全庁的マネジメントは見習 うべきである。

市政だよりは月 2回発行していて、住民の 90%が市政だよりから情報を得ている。

月 2回 というのは流石に厳しいと思うが、市政だよりが身近にある点は非常に評価出来る。
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更に、子育て支援策に力を入れていて、長い目線で発信を続いている。

市政記者クラブとの連携、市の行事の発信時期、世の中の流れを読む、市長会見等でPR出来る
ポイントをアップする、市政アンケー トを年に 1回する等、意識の高さが伺える。

本市に活かせる取組みを提案していく。

「佐賀県産業スマー ト化センター」

佐賀県内産業の DX実現に向けて、必要な AIや IoTな どの先進技術を活用することで、産業
の生産性向上や新ビジネスの創出を支援するとともに本質的な課題を発見し、ITの力によって

解決していく。

具体的なセンターの機能、① 「先進技術の体験」AIや IoTと いった製品を体験できる場の提供

② 「セミナー 。イベント」DXに対する人材育成 ③ 「マッチング」サポーティングカンパニー
とのマッチング ④ 「DXリ サーチ」DX簡易診断による現状の見える化 ⑤ 「オンライン相談」
場所を問わない相談サービス の 5つの機能により県内企業の DX実現を支援している。
・佐賀から世界を目指せる起業環境 数が少ない (田舎)は ど多様なイノベーションが生まれる。
・KPIを大切に 目標を定める→アワー ド受賞など
。DX人材育成 安易に補助金を出さない。
・スター トアップの個別指導 あえて分けることで専門性を最大活用。
など具体的な事例の他に

。年によってやる事が変わる→ずつとやつている事業はない、変化 していく。

・外郭団体に委託するとマンネ リ化する。

・月 100件の問い合わせがあるが、リアルタイムでコミュニケーションをとる。

など心に刺さる言葉も多かった。

また、歴史産業にも関わつておられ、その人が生きているうちにデジタルで伝統を残す。この先

をどう描くかを相談し引き出し、過去の技術をデータで残す取組みされている。

歴史ある本市でもこの取組みをするべきである。

<そのモヤモヤを明日のワクワクに !> 対応頂いた皆様からこの言葉通り熱いパワーを感 じ
ました。私もその姿勢を見習い取組みを進める。

出張報告にかかる領収書等の整理番号その他必要事項を下欄に記載すること

10-2 ・ 10-3・  10-6・  10-7 ・ 10-8 ・ 10-9・  10-10・  10-12 ・ 10-13
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